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掲示文書一覧（市長分） 令和7年12月12日

種別 番号 題　　名 主　管　課

告示 606 納税通知書の公示送達について 市民税課

告示 607 姫路市国民健康保険料督促状の公示送達について 国民健康保険課

公告 673 土地改良事業計画の決定及び関係書類の縦覧について 土地改良課

【 閲覧用 】
持ち帰り厳禁



姫路市告示第 ６０６号  

令和 ７年１２月１２日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

納税通知書の公示送達について 

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、下記の書類を

保管しているので、いつでもその送達を受けるべき者に交付します。 

 

記 

 

１ 送達を受けるべき者の氏名 

  別紙のとおり 

２ 送達すべき書類 

令和７年度（２０２５年度）市民税・県民税・森林環境税 納税通知書 

 

 

 

 

 

 





                         姫路市告示第 ６０７号  

                         令和 ７年１２月１２日  

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市国民健康保険料督促状の公示送達について 

 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条の規定により準用される地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により、下記書類を保管し

ているので、いつでもその送達を受けるべき者に交付します。 

 

                  記 

 

１ 送達を受けるべき者の最終確認住所及び氏名 

  姫路市別所町佐土三丁目７３番地 

  小林 新也 

２ 送達すべき書類 

姫路市国民健康保険料督促状 



姫路市公告第 ６７３号   

令和 ７年１２月１２日  

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   土地改良事業計画の決定及び関係書類の縦覧について  

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定により土

地改良事業計画を定めたので、同条第７項において準用する同法第８７条第５項

の規定により公告し、下記のとおり土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。  

 この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

１５日以内に姫路市長に対して審査請求をすること及びこの計画を定めたことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に姫路市（代表者：姫路市長）を被告と

してこの計画の取消しの訴えを提起することができる（この計画を定めたことを

知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この計画を定めた日の翌日

から起算して１年を経過すると計画の取消しの訴えを提起できなくなる。）。  

 なお、審査請求をした場合には、この計画の取消しの訴えは、その審査請求に

係る裁決書を受け取った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ

る。 

  

記 

 

１ 事業名 農村地域防災減災事業 

２ 地区名 才加大池地区（姫路市香寺町中村） 

３ 縦覧期間 令和７年１２月１２日から令和８年１月９日まで 

４ 縦覧場所 姫路市農林水産環境局農林水産部土地改良課 


